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午前９時35分 開会  

○委員長（田中喜登議員） 

 おはようございます。 

 ただいまから第５回総務産業建設常任委員会を開催いたします。 

 電子機器の不具合により遅れての開会となりましたこと、視聴されておる皆様におわびを申し

上げます。 

 出席委員は７名で定足数に達しており、委員会は成立しています。 

 なお、２番、３番、４番、７番、12番議員より傍聴の申出がございましたので、これを許可い

たします。 

 また、報道機関から取材の申出がございましたので、これを許可いたします。 

 それでは、市長、挨拶をお願いいたします。 

○市長（山内 登） 

 本日、特段ございません。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。 

○委員長（田中喜登議員） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、議長挨拶となっておりますけれども、先ほども説明しましたとおり、他の公務に

対応中でございますので、割愛をさせていただきます。 

 それでは、ただいまから付託案件の審査に入りますが、委員の皆さんの質問は簡潔・明瞭にま

とめていただき、再質問は２回をめどといたします。ただし、委員長が認めたときはこの限りで

はありません。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 また、答弁についても簡潔・明瞭にお願いをいたします。 

 なお、当委員会の採決は全ての付託案件審査終了後、議案ごとに行います。 

 議事録作成のため、必ずマイクのスイッチを入れ、赤いランプが点灯したのを確認後、役職と

氏名を名のってからお願いいたします。 

 本日は、令和６年第５回下呂市議会定例会において、当委員会に審査を付託されました議第73

号について審査をいたします。 

 委員及び執行部の皆さんは、円滑な進行となりますよう御協力をお願いいたします。 

 議第73号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、

説明をお願いいたします。 

○総務課長（二村卓良） 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案書43ページを御覧ください。 

 議第73号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを

説明させていただきます。 
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 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を、別紙のとおり定め

る。令和６年９月２日提出。 

 提案理由でございます。 

 刑法等の一部を改正する法律の施行により、懲役及び禁錮刑が新たな自由刑（拘禁刑）として

単一化されたことに伴い、関係条例の一部を改正するものでございます。 

 条例要綱で説明をさせていただきますので、議案書の50ページを御覧ください。 

 改正理由は先ほどと同様でございますので、２の概要から説明をさせていただきます。 

 ２．概要、(1)懲役及び禁錮を拘禁刑に改めます。第１条、第２条、第３条、第４条、第５条、

第６条関係。 

 (2)この条例は、法の公布の日（令和４年６月17日）から起算して３年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から施行します。附則第１条関係。 

 (3)この条例の施行前にした処罰については、従前の例によるものとします。附則第２条第１

項関係。 

 (4)この条例の改正前に改廃された条例等に規定する「なお従前の例による」との経過措置や

改正前の条例等についての「なお効力を有する」、「改正前の条例の例による」、または「廃止

前の条例の例による」との経過措置により適用することとされている当該改正前の条例等の規定

は、懲役または禁錮それぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、改正前の刑法第16

条に規定する拘留は、長期及び短期を同じくする拘留と読み替えます。附則第２条第２項関係。 

 (5)人の資格に関する条例等の規定の適用については、この条例の施行後においては、拘禁刑

に処せられた者だけでなく、懲役、禁錮または刑法等一部改正法による改正前の刑法における拘

留（以下「旧拘留」という。）に処せられた者も資格制限等の対象とします。附則第３条関係。 

 (6)下呂市職員の給与に関する条例第23条の６第１項及び第５項の規定の適用については、法

及び法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律並びにこの条例の施行前に犯した死刑を除く

禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴された者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴

されたものとみなします。附則第４条関係。 

 説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（田中喜登議員） 

 それでは、議第73号についての質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、当委員会に審査を付託されました議第73号について討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許可いたします。 

 討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 
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 次に、原案に賛成者の発言を許可いたします。 

〔挙手する者なし〕 

 以上で議第73号について討論を打ち切ります。 

 当委員会に審査を付託されました議案について審査が終了しましたので、ただいまから採決を

行います。 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、本件を原案

のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員であります。よって、議第73号については全会一致で可決すべきものと決しました。 

 以上で当委員会に審査を付託されました議案の審査を終了いたします。 

  

午前９時42分 終了  


